
常陸大宮市太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例

（目的）

第１条 この条例は，太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関し必要な事項

を定めることにより，本市の豊かな自然環境，美しい景観及び安全安心な生

活環境の保全と太陽光発電設備との調和を図ることを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各

号に定めるところによる。

（１） 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特

別措置法（平成２３年法律第１０８号）第２条第２項の再生可能エネル

ギー発電設備のうち，同条第３項第１号の太陽光を再生可能エネルギー

源とするもの及びその附属設備をいう。

（２） 発電事業 太陽光発電設備を利用し発電を行う事業をいう。

（３） 設置事業 太陽光発電設備を設置（増設及び改修を含む。）する事

業及び森林の伐採，土地の形質の変更その他の太陽光発電設備を設置す

るために必要な工事を行う事業をいう。

（４） 事業区域 設置事業及び発電事業を行う一団の土地（太陽光発電設

備に附属する管理施設，変電施設，緩衝帯等に係る土地を含む。）であ

って，柵塀等の工作物の設置その他の方法により当該土地以外の土地と

区別された区域をいう。ただし，次に掲げる区域については，一体の区

域とみなし，事業区域に含めるものとする。

ア 連接する土地であって，樹木の伐採，土地の造成等による区画形質

の変更を同時に行う土地の区域

イ 設置事業の実施に当たり，関係する法令等の許可，認可等を同時に

受ける土地の区域

ウ 物理的形状，所有者又は事業者の形態によって一体利用と認められ

る区域

（５） 事業者 設置事業又は発電事業を行う者をいう。

（６） 周辺関係者 太陽光発電設備の設置に関し，その理解を得る必要が

ある事業区域の境界線から規則で定める範囲の区域に居住し，又は建物

若しくは土地を所有し，占有し，若しくは管理する者をいう。

（市の責務）

第３条 市は，第１条の目的を達成するため，この条例の適正かつ円滑な運用

が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。

（土地所有者等の責務）

第４条 土地の所有者及び占有者は，良好な自然環境，景観若しくは生活環境



を損ない，又は災害の発生を助長するおそれのある事業者に対し，当該土地

を使用させることのないように努めなければならない。

２ 土地の所有者及び占有者は，設置事業により，良好な自然環境若しくは景

観を損ない，又は生活環境への被害若しくは災害等が発生することのないよ

う，事業区域を適正に管理しなければならない。

３ 土地の所有者は，事業者が，発電事業を終了した場合，発電事業を廃止し

た場合又は発電事業の中止を命じられた場合において，当該事業区域につい

て太陽光発電設備の除却その他必要な措置を講じないときは，当該事業区域

について太陽光発電設備の除却その他必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。

（事業者の責務）

第５条 事業者は，太陽光発電設備の設置に当たっては，この条例のほか，設

置事業及び発電事業に関係する法令等を遵守するとともに，良好な自然環

境，景観及び生活環境の保全並びに災害の防止に十分に配慮し，周辺関係者

との良好な関係の保持に努めなければならない。

２ 事業者は，第８条に定める区域において設置事業及び発電事業を行わない

よう努めなければならない。

３ 事業者は，地域との共生に支障を生じさせないよう太陽光発電設備の適切

な管理に努めなければならない。

（適用範囲）

第６条 この条例の規定は，発電出力が１０キロワット以上の事業用の太陽光

発電設備について適用する。ただし，当該太陽光発電設備を建築基準法（昭

和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物に設置する場合を

除く。

（禁止区域）

第７条 市長は，災害の防止並びに良好な景観及び生活環境を保全するため，

特に必要と認められる区域を発電事業の禁止区域として，規則で定めるとこ

ろにより，指定するものとする。

２ 事業者は，前項の規定により指定した禁止区域を事業区域に含めてはなら

ない。ただし，砂防法（明治３０年法律第２９号），森林法（昭和２６年法

律第２４９号）その他関係する法令の規定に基づき太陽光発電設備の設置が

許可された場合は，当該設置が許可された区域を次条の抑制区域とみなし

て，この条例の規定を適用する。

（抑制区域）

第８条 市長は，良好な自然環境，景観及び生活環境の保全並びに災害の防止

のため，特に配慮が必要と認められる区域を発電事業の抑制区域として，規

則で定めるところにより，指定するものとする。



２ 市長は，事業者に対し，前項の規定により指定した抑制区域を事業区域に

含めないよう求めることができる。

（事業の制限）

第９条 事業者は，常陸大宮市暴力団排除条例（平成２４年常陸大宮市条例第

１７号）第２条に規定する暴力団，暴力団員及び暴力団員等（以下この条に

おいて「暴力団等」という。）又は暴力団等と関係を有するもの若しくは暴

力団等がその事業活動を支配するものに該当する場合は，設置事業及び発電

事業を行うことができない。

（事前協議）

第１０条 事業者は，第１２条の許可の申請をしようとするときは，規則で定

めるところにより，事業計画について市長と協議しなければならない。

２ 市長は，前項の規定による協議があったときは，事業者に対し，必要な指

導又は助言をすることができる。

（説明会の開催等）

第１１条 事業者は，前条第１項の規定による協議が終了したときは，周辺関

係者に対し，事業計画の周知を図るため，事業区域の公衆の見やすい場所

に，その概要を示す標識を設置するとともに，その理解を得るため，あらか

じめ当該事業計画に関する説明会を開催の上，周辺関係者からの意見を集約

して合意形成を図るよう努めなければならない。ただし，周辺関係者の意見

を聴き，説明会を開催する必要がないと市長が認めるときは，これを省略す

ることができる。

２ 事業者は，前項の説明会を行った結果，周辺関係者からの意見の申出があ

ったときは，規則で定めるところにより，その者と協議しなければならな

い。

３ 事業者は，第１項の説明会を開催したとき，及び前項の規定による協議を

行ったときは，規則で定めるところにより，市長に報告しなければならな

い。

（設置事業の許可）

第１２条 事業者は，次の各号のいずれかに該当するときは，設置事業に着手

する日の３０日前までに，規則で定めるところにより，市長に申請し，その

許可を受けなければならない。

（１） 次のいずれかに該当する太陽光発電設備を設置しようとするとき。

ア 発電出力５０キロワット以上のもの

イ 事業区域面積が５００平方メートル以上のもの

ウ 地上高が最大４メートル以上のもの

（２） 抑制区域内に１０キロワット以上の太陽光発電設備を設置しようと

するとき。



（設置許可の基準等）

第１３条 市長は，前条の許可（以下「設置許可」という。）の申請があった

ときは，当該申請に係る事業計画が次の各号のいずれにも該当すると認める

ときでなければ，許可をしてはならない。

（１） 事業区域に禁止区域を含まないこと。

（２） 自然環境を害するおそれがないものとして規則で定める基準に適合

していること。

（３） 景観を阻害するおそれがないものとして規則で定める基準に適合し

ていること。

（４） 設置事業の完了時における事業区域の高さ，法面の勾配，造成を行

う面積等の造成計画が規則で定める基準に適合していること。

（５） 排水施設，擁壁その他の施設が規則で定める基準に適合しているこ

と。

（６） 地形及び地質の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置が規則

で定める基準に適合していること。

（７） 道路，河川，水路その他の公共施設の構造，管理等に支障を来すお

それがないこととして規則で定める基準に適合していること。

（８） 太陽光の反射，騒音等による生活環境に対する被害を防止するため

の措置その他周辺関係者の生活環境を保全するための措置が規則で定め

る基準に適合していること。

（９） 設置する太陽光発電設備が電気事業法（昭和３９年法律第１７０

号），再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法その他

関係する法令の基準に適合していること。

（１０） 市の総合計画，環境基本計画その他の計画（国又は茨城県が策定

する計画であって，本市に適用があるものを含む。）に適合しているこ

と。

（１１） 第１１条第１項に規定する説明会及び同条第２項に規定する協議

を行っていること。

２ 市長は，設置許可の申請をした事業者又は当該申請に係る工事の施行者が

事業計画を実施するために必要な資力及び信用を有すると認められないとき

は，設置許可をしないことができる。

３ 市長は，設置許可をする場合において，必要があると認めるときは，条件

を付すことができる。

４ 市長は，設置許可の申請のあった事業計画が他の地方公共団体の区域の生

活環境等に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは，関係する他の地方公

共団体の長に対し，その旨を通知し，意見を求めることができる。



（変更の許可）

第１４条 設置許可を受けた事業者は，その許可に係る事項を変更しようとす

るときは，あらかじめ規則で定めるところにより，市長の許可を受けなけれ

ばならない。ただし，規則で定める軽微な変更をしたときは，変更後，遅滞

なく，市長に届け出ることをもって足りる。

２ 第１０条及び第１１条の規定は，前項の許可（以下「変更許可」とい

う。）を行う場合について準用する。

（申請の取下げ）

第１５条 事業者は，設置許可又は変更許可の申請を取り下げようとするとき

は，規則で定めるところにより，速やかに市長に届け出なければならな

い。

（設置事業の着手及び届出）

第１６条 設置許可又は変更許可（以下「設置許可等」という。）を受けた事

業者（以下「許可事業者」という。）は，設置事業に着手しようとするとき

は，規則で定めるところにより，当該事業に着手しようとする日の１０日前

までに市長に届け出なければならない。

２ 許可事業者は，設置事業を中断し，再開し，廃止し，又は完了したとき

は，規則で定めるところにより，速やかに市長に届け出なければならない。

（現地確認）

第１７条 市長は，前条第２項の規定による設置事業の廃止又は完了の届出

（以下「完了届等」という。）があったときは，現地確認を行うものとす

る。

２ 市長は，前項の現地確認を行った結果，設置許可等又は完了届等の内容に

相違等があったときは，当該許可事業者に対して説明を求めることができ

る。

（事業許可対象外の設置事業に係る届出）

第１８条 第１２条各号の規定に該当しない太陽光発電設備を設置しようとす

る事業者は，設置事業に着手する日の３０日前までに，規則で定めるところ

により，事業計画その他の書類を市長に届け出なければならない。

２ 前項の規定による届出（以下「設置届出」という。）を行おうとする事業

者は，設置事業の着手前に，周辺関係者に対し，当該設置事業の周知を図

り，当該設置事業への理解を得るよう，第１１条の規定に準じた対応に努め

なければならない。

３ 市長は，設置届出があったときは，その内容を精査し，第１条の目的を達

成することが困難であると判断したときは，当該事業計画等の見直しを行う

よう協力を求めることができる。



４ 設置届出をした事業者は，その届出に係る事項を変更しようとするとき

は，規則で定めるところにより，速やかに市長に届け出なければならない。

５ 第１３条第４項及び第１６条第２項の規定は，設置届出について準用す

る。

（発電事業の開始）

第１９条 発電事業を行う事業者（以下「発電事業者」という。）は，発電事

業の運用を開始したときは，規則で定めるところにより，速やかに市長に届

け出なければならない。

２ 発電事業者は，発電事業開始後に，土地の所有者に変更が生じたときは，

規則で定めるところにより，速やかに市長に届け出なければならない。

（標識の設置）

第２０条 発電事業者は，太陽光発電設備の稼働期間中，事業区域内の見やす

い場所に，規則で定める事項を記した標識を設置しなければならない。

（太陽光発電設備の維持管理）

第２１条 発電事業者は，発電事業を実施する間，生活環境等の保全又は災害

の防止に関し支障が生じないよう，規則で定めるところにより，太陽光発電

設備及び事業区域内を常時安全かつ良好な状態となるよう維持管理しなけれ

ばならない。

２ 発電事業者は，太陽光発電設備の稼働状況，保守点検その他維持管理の実

施状況について，規則で定めるところにより，毎年１回市長に報告しなけれ

ばならない。ただし，第１２条各号の規定に該当しない太陽光発電設備はこ

の限りでない。

（異常発生時の対応）

第２２条 発電事業者は，自然災害その他の要因により太陽光発電設備の破損

又は異常の発生により，市民生活の安全の確保及び生活環境の保全上支障が

生じ，又は生じるおそれがあるときは，直ちに現地を確認し，被害の発生又

は拡大を防止するために必要な措置を講ずるとともに，規則で定めるところ

により，その結果を市長に報告し，及び周辺関係者に周知しなければならな

い。

（発電事業終了後の適正処分等）

第２３条 発電事業者は，発電事業を終了したときは，規則で定めるところに

より，速やかに市長に届け出なければならない。

２ 発電事業者は，太陽光発電設備を速やかに撤去し，関係法令等に基づき適

正に処分するとともに，当該太陽光発電設備を撤去した後の土地について，

良好な自然環境，景観及び生活環境の保全並びに災害の防止のために必要な

措置を講じなければならない。



３ 発電事業者は，太陽光発電設備の撤去及び処分が完了したときは，規則で

定めるところにより，速やかに市長に報告しなければならない。

４ 第１項及び前項の場合において，市長は，現地確認を行い，必要な指導又

は助言をすることができる。

（廃棄等費用の確保等）

第２４条 発電事業者は，計画的に資金を積み立てることその他の方法によ

り，次に掲げる費用を確保しなければならない。

（１） 太陽光発電設備の維持管理に要する費用

（２） 太陽光発電設備の解体及び撤去並びにこれに伴い発生する廃棄物の

処理をするために必要な費用その他の発電施設の廃止に要する費用

（損害賠償責任保険等への加入）

第２５条 事業者は，太陽光発電設備の設置の工事に着手する日から当該太陽

光発電設備を廃止する日までの間，当該太陽光発電設備における発電事業の

実施に起因して生じた他人の生命又は身体及び財産に係る損害を填補する保

険又は共済（以下「損害賠償責任保険」という。）へ加入するよう努めなけ

ればならない。ただし，当該太陽光発電設備の設置に係る期間中の損害賠償

責任保険への加入にあっては，当該太陽光発電設備の設置の工事の施行者が

損害賠償責任保険への加入をすることで足りるものとする。

２ 事業者は，災害等による発電事業の途中での修繕，撤去又は処分に備え，

火災保険，地震保険その他必要な保険に加入するよう努めなければならな

い。

（地位の承継の届出）

第２６条 相続，売買，法人の合併又は分割，譲受けその他の事由により，事

業者の地位を承継した者は，規則で定めるところにより，速やかにその旨を

市長に届け出なければならない。

（報告の徴収及び立入調査等）

第２７条 市長は，この条例の施行に必要な限度において，事業者に対し，管

理の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

２ 市長は，この条例の施行に必要な限度において，当該職員に，事業区域内

に立ち入らせ，書類その他の物件を検査させ，又は関係者に質問させること

ができる。

３ 前項の規定により立入調査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯

し，関係者に提示しなければならない。

（助言等）

第２８条 市長は，事業者に対し，規則で定めるところにより，第１条の目的

達成のために必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができる。



２ 市長は，事業者が次の各号のいずれかに該当するときは，当該事業者に対

し，必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

（１） この条例の規定による申請，届出若しくは報告（以下「届出等」と

いう。）を怠ったとき，又は虚偽の届出等を行ったとき。

（２） 設置許可等を受ける前に太陽光発電設備の設置事業に着手したと

き。

（３） 第２０条の規定による標識を設置しなかったとき。

（４） 第２３条第２項の規定による撤去若しくは処分をせず又は撤去した

後の土地について必要な措置を講じなかったとき。

（５） 前条第１項の報告をせず，若しくは虚偽の報告をしたとき。

（６） 前条第２項の規定による立入検査を拒み，妨げ，若しくは忌避し，

又は同項の規定による質問に対して答弁をせず，若しくは虚偽の答弁を

したとき。

（７） 前項の助言又は指導に正当な理由なくして従わなかったとき。

（公表）

第２９条 市長は，前条第２項の規定により勧告を受けた事業者が当該勧告に

従わないときは，当該事業者の氏名及び住所（法人その他の団体にあって

は，その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地）並びに勧告の

内容を公表することができる。

２ 市長は，前項の規定による公表を行おうとするときは，あらかじめ事業者

に対して，その理由を通知し，意見を述べる機会を与えなければならない。

（国又は県への報告）

第３０条 市長は，前条第１項の規定により公表を行った後，公表の内容及び

事実を国又は県に報告することができる。

（手数料）

第３１条 設置許可等の申請をしようとする者は，別表に掲げる手数料を納付

しなければならない。

（委任）

第３２条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項

は，規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，令和７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際，現に着手している設置事業については，この条例



（第２３条から第３０条までの規定を除く。）の規定は適用しない。ただ

し，市長は，現に設置事業に着手している事業者に対し，この条例について

遵守するよう協力を求めることができる。

３ この条例の施行日以後６０日の間に着手する太陽光発電設備の設置事業に

ついては，第７条から第１８条までの規定は適用しない。

別表（第３１条関係）

手数料の種類 単位 金額（円）

１ 設置許可申請

（１） 発電出力が５０キロワット未満の

もの

（２） 発電出力が５０キロワット以上

２，０００キロワット未満のもの

（３） 発電出力が２，０００キロワット

以上のもの

１件

１件

１件

１３，０００円

２８，０００円

４０，０００円

２ 変更許可申請

（１） 発電出力が５０キロワット未満の

もの

（２） 発電出力が５０キロワット以上

２，０００キロワット未満のもの

（３） 発電出力が２，０００キロワット

以上のもの

１件

１件

１件

６，０００円

１５，０００円

２７，０００円


